








 

（権利委員会の組織等） 

第１９条 権利委員会は、委員１５人以内で組織します。 
２ 委員は、人権、教育、福祉、医療その他子どもの権利に関わる分野の学識経

験者及び市民等のうちから、市長が委嘱します。 
３ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げません。委員が欠けた場合の補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とします。 
４ 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはいけません。その職を退いた後も

同様です。 
５ 権利委員会に、会長及び副会長１人を置きます。 
６ 会長及び副会長は、委員の互選によって定めます。 
７ 会長は、会務を総理し、権利委員会を代表します。 
８ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。 
９ 権利委員会は会長が招集し、会議の議長となります。 
１０ 権利委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができ

ません。 
１１ 権利委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによります。 
１２ その他権利委員会の運営に関して必要な事項は、会長が権利委員会に諮

って定めます。 
 
附 則 

（施行期日） 
１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

（白山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正） 
２ 白山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成１７年白山市条例第５３号）の一部を次のように改正する。 
 〔次のよう〕略 
 







問３　困ったり悩んだりしたとき相談できる人 【複数回答可】

（％）

H30 R3 H30 R3

母 75.2 79.9 67.8 72.6
父 44.0 51.9 34.2 41.7
兄弟姉妹 23.1 31.6 23.6 28.2
祖父母 26.4 29.0 17.2 24.8
友だち 56.5 62.3 68.6 75.1

24.2 35.6 19.6 33.3
学習塾や習いごとの先生 3.6 9.0 6.2 6.7

3.2 7.9 2.3 4.1
その他 2.1 5.8 1.3 4.5
何でも話せる人はいない 6.6 8.5 7.5 6.3

小学５年生、中学２年生ともに、「母」が最も多く、次に「友だち」となってい
る。平成30年度との比較を見ると、「学校内の先生、相談員（スクールカウンセ
ラー）」がわずかに増えてきている。
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問４　「子ども相談室」について

（％）

H30 R3 H30 R3

知っていて利用したこともある 1.1 1.5 0.6 0.9

知っているが利用したことはない 30.9 50.9 21.3 36.8

名前を聞いたことがある 25.5 29.1 32.9 34.2

知らない 41.9 18.5 44.9 28.0

無回答 0.6 0.0 0.4 0.1

「知っていて利用したこともある」、「知っているが利用したことはない」、「名
前を聞いたことがある」と答えた児童・生徒の割合
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